
平成30 7月豪雨災害に係る専決処分の概要

平成30 7月
総務部財政課



１.平成30 月専決補正予算

1 被災者の生活支援に万全の対策を講じるため、避難所の運営や生活再建、営農継続、中
小企業者への支援な 、 急に を 要 る に 、専決処分を ったもの
2 被災 の 対策等に 、被災 場の を ま た で、 会の
も に 早急に対応

編 成 方 針

予 算 規 模

（１）避難所運営等支援 15億8,140万円
① 災害 助 た地域の被災者に対する 勳住 の など 急 助に勥する 費

≪災害 助基 計≫ 13億8,706万円
② 災害時協定に基づく被災者等の輸送支援 7,711万円
③ 県職員の派遣による被災市町の支援 1,650万円
④ 大規模浸水地域での感染症予防のための防疫活動 8,277万円
⑤ スクールカウンセラー等の緊急派遣による児童生徒の心のケアの実施 1,796万円

（２）被災者生活再建支援 16億3,367万円
① 住家被害世帯に対する県独自の緊急的な生活再建支援 9億 300万円
② 被災者 の災害 等の支 5,879万円
③ 市町 支 する災害 等に対する補助 9,188万円

◆ 一般会計補正予算額 31億7,314万円
◆ 災害 特 会計補正予算額 13億8,706万円



平成 月 （ ）

３.専決処分日

特定非常災害の指定にあわせ、被災者を対 に、 等の 期 の や届出等の を
免責 る特 を講じるため、専決処分に を 定 日 ］
・ や 等の 期 を （ 業 勭 業の 等）

6月28 に する の → 11月30 で
・期限までに届出等ができなかった場合の免責（ 勷 業者の 務 等）

6月28 に 勵の期限 勵する の → 期限を「9月28 で に

２.被災者の の 全等を るための特 に る

④ 被災者世帯に対する災害援 の 5億8,000万円
（関連する支援対策）

○ 補 勧 の
災害援 補 事業の実施
生活 補 事業の実施

（３）営農継続支援 5,063万円
① 勸に 勥な被災 の生 害予防等の緊急支援 5,063万円

（４）中小企業者支援 12億9,450万円
① 災害の を た 業者 の の （ 30億円） 12億円
② の に る の支援 9,450万円



平成３ 月専決補正予算の内訳

区 分 補正予算額 備 考

支 1億 862万円 災害 等 など

入 14億7,785万円 財政基 勮

諸 収 入 12億円 災害関連対策

県 債 3億8,667万円 災害援

合 計 31億7,314万円

区 分 補正予算額 備 考

扶 助 費 1億5,067万円 災害 等 事業費 災害 等補助事業費

17億8,000万円 災害援 事業費 災害関連対策

補 助 費 10億6,985万円 被災者生活再建緊急支援事業費 など

そ の 他 1億7,262万円 被災者等輸送支援費 など

合 計 31億7,314万円

一般会計 歳入予算

一般会計 歳出予算
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